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１．香川県都市計画審議会 

   本県は、都市計画法第77条第3項の規定に基づき、香川県都市計画審議会条例を制定し、同条例に

より香川県都市計画審議会を設置しています。 

   この審議会は、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、知事の諮問

に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされており、地方における都市計画に関し各

種の提言を行うことが法令上期待されています。 

  なお、委員の構成は次のとおりです。 

   香川県都市計画審議会委員の構成 

委員の区分 定数 分野、役職名 任期 摘要

１ 号 委 員
( 学 識 経 験 の あ る 者 )

６人以内
法律、経済、土木、農業、
商工業などの分野

２　年

中国四国農政局職員

四国地方整備局職員

４ 号 委 員
( 県 議 会 の 議 員 )

４人以内 香川県議会議員 〃

６人以内

２人以内

２人以内

３ 号 委 員
(市町村の長を代表する者)

５ 号 委 員
(市町村の議会の議長を代表する者)

２ 号 委 員
(関係行政機関の職員)

香川県市長会会長

香川県市議会議長会会長

〃

〃

その職に
在る間等

また、その権限に属する事項で軽易なものを処理するために、常務委員会を設置しています。常務

委員会は、審議会会長の指名した委員７人以内をもって組織することとされています。 

Ⅶ  その他 
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香川県都市計画審議会 開催状況 

年度 審議会 開催年月日 議案件数

第1回 S45. 1.20 2

小計 2

第2回 S45. 5.19 17

第3回 S45. 9.18 14

第4回 S45.12.24 4

小計 35

第5回 S46. 8.26 16

第6回 S46.12.24 5

第7回 S47. 3.11 1

小計 22

第8回 S47. 8. 4 4

第9回 S47.10.20 8

第10回 S47.12.26 1

第11回 S48. 1.31 2

第12回 S48. 2.13 1

第13回 S48. 3.26 9

小計 25

第14回 S48. 5.30 4

第15回 S48. 8.15 1

第16回 S48.11.19 4

第17回 S49. 1.18 3

第18回 S49. 3. 6 1

小計 13

第19回 S49. 4.12 6

第20回 S49. 5.31 3

第21回 S49.10.23 6

第22回 S49.12. 9 2

第23回 S50. 1.23 1

第24回 S50. 2.24 7

小計 25

第25回 S50. 6.18 6

第26回 S50.12. 1 2

第27回 S51. 3.11 7

小計 15

第28回 S51. 8.19 6

第29回 S51.10.29 4

第30回 S52. 2. 2 4

小計 14

昭和44

45

46

47

48

49

50

51

年度 審議会 開催年月日 議案件数

第31回 S52. 8.23 9

第32回 S52.11.16 15

第33回 S53. 1. 6 1

第34回 S53. 2.22 5

小計 30

第35回 S53. 6.21 5

第36回 S53. 9.21 10

第37回 S53.11.28 8

第38回 S54. 2.13 7

小計 30

第39回 S54. 6.12 3

第40回 S54.11.13 3

第41回 S55. 2.22 6

第42回 S55. 3.31 6

小計 18

第43回 S55. 7.25 3

第44回 S55.12. 3 6

第45回 S56. 1.29 6

小計 15

第46回 S56. 6.24 7

第47回 S56.10.21 6

第48回 S56.11.10 2

第49回 S56.12. 1 4

第50回 S57. 2.17 7

小計 26

第51回 S57. 8.11 4

第52回 S57.11.25 7

小計 11

第53回 S58. 6.15 9

第54回 S58. 9.19 9

第55回 S59. 1.18 3

第56回 S59. 2.17 4

小計 25

第57回 S59. 6.21 6

第58回 S59. 9.13 10

第59回 S59.11.30 10

第60回 S60. 3.26 3

小計 29

57

59

58

54

53

昭和52

56

55
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年度 審議会 開催年月日 議案件数

第61回 S60. 5.16 4

第62回 S60.10.18 3

第63回 S60.11.30 3

第64回 S61. 2.19 12

小計 22

第65回 S61. 6.23 4

第66回 S61. 8.19 2

第67回 S61.11.11 11

第68回 S62. 2.18 7

小計 24

第69回 S62. 9.16 3

第70回 S63. 2.19 6

小計 9

第71回 S63. 6.24 8

第72回 S63.12.21 5

小計 13

第73回 H元. 4.26 7

第74回 H元. 9.14 8

第75回 H元.11.28 10

小計 25

第76回 H 2. 7.25 10

第77回 H 2.11.30 4

第78回 H 3. 2.19 11

小計 25

第79回 H 3. 9.12 14

第80回 H 3.11.29 5

小計 19

第81回 H 4. 9. 8 4

第82回 H 4.11.11 11

第83回 H 5. 2.12 8

小計 23

第84回 H 5.11.19 9

第85回 H 6. 2.16 9

小計 18

第86回 H 6. 7.28 2

第87回 H 6.11.25 10

小計 12

第88回 H 7. 7.26 8

第89回 H 7.11.29 8

第90回 H 8. 1.29 8

第91回 H 8. 2.20 10

小計 34

7

61

昭和60

2

平成元

63

62

4

3

6

5

年度 審議会 開催年月日 議案件数

第92回 H 8. 7.31 3

第93回 H 8.11.22 3

第94回 H 9. 2.20 9

小計 15

第95回 H 9.11.28 4

第96回 H10. 2.19 7

小計 11

第97回 H10. 6.12 7

第98回 H10.11.20 6

第99回 H11. 2.18 10

小計 23

第100回 H11.11.24 3

第101回 H12. 2.21 5

小計 8

第102回 H12. 9.14 0

第103回 H13. 2.26 16

小計 16

第104回 H14. 2.14 1

小計 1

第105回 H14. 6.18 2

第106回 H14. 9. 5 4

第107回 H14.12.26 1

小計 7

第108回 H15. 7.28 5

第109回 H16. 1.29 5

第110回 H16. 2.12 28

第111回 H16. 3.31 2

小計 40

第112回 H16. 9. 3 2

第113回 H17. 2.17 5

小計 7

17 0

第114回 H18. 5.22 2

第115回 H19. 1.29 2

第116回 H19. 3.20 1

小計 5

第117回 H19. 8. 9 1

第118回 H19.12.27 5

第119回 H20. 1.31 8

小計 14

第120回 H20.10.21 2

小計 2

平成8

開催無し

12

11

13

10

9

16

15

18

19

20

14
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年度 審議会 開催年月日 議案件数

第121回 H21. 6.16 1

小計 1

第122回 H22. 7.21 2

第123回 H23. 2.18 1

小計 3

第124回 H23. 8. 2 1

第125回 H24. 2.17 3

小計 4

第126回 H24. 9. 4 14

第127回 H25. 1.23 2

小計 16

第128回 H25. 8.27 1

第129回 H26. 2. 6 2

小計 3

第130回 H26. 8. 7 1

第131回 H27. 3.23 5

小計 6

第132回 H28. 2. 9 1

小計 1

第133回 H28.10.17 1

小計 1

第134回 H29. 8.22 2

第135回 H29.11.16 2

小計 4

第136回 H30.12.18 1

第137回 H31. 2.13 4

小計 5

第138回 R元.12.17 2

小計 2

第139回 R 2. 7.31 1

第140回 R 3. 3.23 14

小計 15

第141回 R 3.12.20 3

小計 3

第142回 R 4. 8.23 2

第143回 R 5. 1.31 1

小計 3

第144回 R 5.11.13 1

第145回 R 6. 1.19 2

小計 3

778

4

5

2

3

27

28

29

30

令和元

26

23

22

平成21

25

24

合　　計

常務委員会 開催状況 

常務委員会 開催年月日 議案件数

第1回 S59.12 末 1

第2回 H15. 3.28 2

第3回 H18. 8. 7 1

第4回 R 6. 3.25 1
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２．屋外広告の規制（屋外広告物条例） 

良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、香川県屋外広告物条例（昭和

40年条例第18号）により、屋外広告物及び屋外広告業に関して必要な規制を行っています。 

なお、高松市の区域における規制等については、中核市への移行に伴い、平成11年 4月より屋外広

告物に関する事務が県から高松市に移譲されています。 

 （１）屋外広告物に関する規制 

屋外広告物の掲出が禁止される区域や物件、掲出に許可が必要な地域を指定するとともに、許

可が必要な地域等において、屋外広告物の大きさや掲出方法等の許可基準を定めることにより、

屋外広告物を直接規制しています。 

また、屋外広告物の一層の安全性向上を図り、公衆に対する危害を防止することを目的として、

平成30年に条例改正し、屋外広告物の点検義務について制度化しました。 

許可に関する事務は、各土木事務所（小豆島地区においては小豆総合事務所）で行っています。 

（２）屋外広告業に関する規制 

     屋外広告業者の社会的信頼や指導監督に関する実効性の確保の観点から、平成17年に条例改正

し、同年10月から、これまで届出制であった屋外広告業を登録制に移行しました。 

なお、屋外広告業者の資質の向上を図るため、昭和49年から屋外広告物に関する講習会を開催

しており、この講習会の受講修了者は、屋外広告業の登録に必要な業務主任者の資格が認められ

ます。 

（３）その他 

昭和56年から、国土交通省、市町、電柱管理者、警察、広告業者団体等の協力のもとに、違法

広告物の定期的な合同取締りや、正しい広告掲示についての啓発を行っているほか、平成16年に

地域ボランティア等に違反広告物の撤去活動を委任する「違反広告物除却サポーター制度」を創

設し、ボランティア団体を除却活動推進団体として認定しています。 

＜屋外広告物のイメージ図＞ 
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屋外広告物の種類

種 類 内　　　　　　　　　　容

は り 紙
紙、布、ビニール等を使用して作製された広告物であって、建築物、工作物等には
り付けられるものをいう。

は り 札 等

ベニヤ板、プラスチック板、金属板その他これらに類するもの（以下この解釈の項
において「ベニヤ板等」という。）に紙、布、ビニール等をはり、若しくは差し込
む等により定着させ、又は印刷、塗装その他の方法により直接着色した広告物で
あって、容易に取り外すことができる状態で建築物、工作物等に取り付けられるも
のをいう。

広 告 旗
広告の用に供する旗であって、容易に移動させることができる状態で立てられ、又
は容易に取り外すことができる状態で建築物、工作物等に取り付けられるものをい
う。

立 看 板 等

・木、プラスチック、金属等の枠に紙、布、ビニール等をはり、若しくは印刷、塗
装その他の方法により直接着色したベニヤ板等を取り付けた広告物、又はベニヤ板
等に印刷、塗装その他の方法により直接着色した広告物であって、容易に取り外す
ことができる状態で立てられ、又は建築物、工作物等に立て掛けられるもの
・立看板に類似の形状で、パンフレットやチラシ等を掲出する物件
・いわゆるベンチに直接印刷・塗装する等により広告物を表示した掲出物件
・公共工事で設置する規制標識、案内標識等

電 柱 広 告
電柱又は街灯柱を利用する広告で、塗装するもの、金属製等のものを巻き付けて表
示するもの及び物件を添加（袖看板）して表示するものをいう。

広 告 塔 円筒又は多角型のもので、相当の高さを有する塔状のものをいう。

広告板及び広告物
を 掲 出 す る 物 件

木製又は金属製等のもので、建築物その他の工作物に装置するもの又は建植するも
の並びに広告物を表示する目的をもって設置する物件をいう。
道路の規制標識や案内標識等も含む。

ア ー チ 、 横 断 幕 道路を横断して布又は木製及び金属製のものを設置する装置をいう。

気 球 広 告 気球を掲揚し、またはその下に広告網をつけて表示するものをいう。

特殊な照明装置に
よ る 広 告 物

広告板、広告塔また壁面等にネオンサイン、電光掲示板、イルミネーション（電光
飾）等電気装飾広告物、その他特殊な照明装置によって表示するものをいう。

路 面 表 示 道路面への道路標示や区画線等の路面表示

３．都市計画税 

   地方税法第702条によると、市町村は都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法

に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条

の都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地及び家屋の所

有者に都市計画税を課することができるとされており、税率は100分の0.3以内と規定されています。 

   本県においては、観音寺市、善通寺市及び多度津町において徴収されています。 


